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１．背景と目的

近年，低炭素まちづくりや地域資源の地域内循環に

よる地域再生等の視点から，クリーンエネルギーの活

用が注目されており，それらの普及に向けて様々な施

策が展開されている．

ここでは，クリーンエネルギーの一つである水力発

電，特に，電気事業法に該当せず，普及推進が比較的

容易と考えられる発電電力 10kW 未満の水力発電（以

下，小水力発電）に着目する．水力発電の歴史は古く，

様々な規模のものがあり，発電電力 1,000kW を越える

ものは，既に事業化されている．ところが，発電電力

10kW 未満のものについては，実証実験段階，あるい

は試行段階にある．

水力発電を行うためには，次式で決定される想定発

電電力などの点から事業性等を鑑み，発電適地を選定

する必要がある．

発電電力(kW)＝

9.8×流量(m3/s)×有効落差(m)×機械効率

そのため，適地選定にあたっては，得られる流量を

把握することが不可欠である．しかし，ここで対象と

している小水力発電の主な取水源となる，山間部の渓

流など，極めて規模の小さい山地河川での流量を，実

際に現地で流量観測を行わずに把握することは容易

ではない．

そこで，ここでは徳島県内を対象に，既存の雨量情

報や渓流での既存の観測テータ等から１条河川流量

を推定した手法を示すとともに，県内，１条河川での

小水力発電適地における発電電力量を試算した結果

について報告する．

２．河川情報の整理

河川データは，国土地理院の発行する数値地図

25,000 空間データ基盤を用いており．本データは，

1/25,000 地形図から作成された道路及び河川等のベ

クター型のデータである．本データより，１条河川を

抽出した．また，10kW 未満の発電を目的とすること

から，導水長を最大数百 m 程度と考え，流路長を概ね

200m に分割した．なお，落差は，国土地理院の基盤

地図情報(10m メッシュ標高データ)を用いた．図１に

発電電力算定概念図を示す．

３．流量の推定

流量の算定については，雨量と地質に着目した．雨

量データには，気象庁等の雨量観測所のデータを用い

た．また，地質については，県内全域を便宜上，３つ

の地質帯（和泉層群，三波川帯，秩父累帯・四万十帯）

に大別し，それぞれの地質帯に属する山地河川での流

量観測データから，３段タンクモデルを用いて，流出

高を求め，単位流域面積（0.1km2を仮定）を乗ずるこ

とで流量を推定した．ここで，流出高の推定にあたっ

ては，県内各地で雨量及び地質特性が異なることから，

雨量観測地点を元に作成したティーセン区分図と，地

質帯ごとに求めた流出モデルから，県内全域について

26 種の流況曲線を作成した．

図１ 発電電力算定概念図
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図２ 流量算定フロー

県内を地質特性により３つの地質帯に区分

各地質帯の小渓流で観測された雨量・流量

観測結果を用いた、地質帯別の流出モデル

（タンクモデル）を決定

県内 14 地点の過去 10 年間(2000～

2009年等)の日雨量を収集・整理

県内14地点の雨量観測地点に基づくテ

ィーセン分割図を作成

各地質帯の流出モデルを用いてティ

ーセン分割区画別の流出高を推定
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図３ 市町村別の適地箇所数及び発電電力

４．小水力発電による発電電力量

図 3に，一般的な家電や工具の大部分が利用可能で

ある 500W 以上の発電電力が得られる箇所を発電適地

として示した．その場合，9,489 箇所が適地に該当し，

それらの多くが，中山間地域に広く分布していること

がわかる．これらの適地からの発電電力は年間約

41.4GWh となり，CO2排出量の削減効果では約 1.68 万

tCO2（電気の使用に伴う排出係数 0.407kg-CO2／kWh ，

2009,四国電力）に相当する．また，発電電力の全て

をそれぞれの地域で需要できた場合，電気料金 24.45

円／kWh と想定すると，年間約 10 億円の電気料金が

節約され，新たな雇用の創出や地域振興など，地域の

活性化などに向けた資金が期待できる．

図 4 は，発電適地から得られる年間発電量を市町村

別に整理したものである．中山間地域の中でも，那賀

町や三好市が突出して多く，これらの地形的に急峻で，

降水量の多い地域で小水力発電の利用可能性が高い

ことがわかる．

一方，小水力発電設備を導入するためには，河川や

水路等に導水管を設置する他，近辺に発電機を設置す

る必要がある．また，落差の大きい地域は山林が多く，

条件によっては自然公園法等の法的な制限を受ける

場合が多い．そのため，法規制範囲を表１に示す２つ

のケースにわけ，図 3の発電適地と重ね併せることに

より，法規制の影響について検討した．なお，面積で

見ると，Case1 では徳島県面積の約 37.9％，Case2 で

は約 9.2％を占め，多くの発電適地が法規制範囲に含

まれる．

法規制を考慮しない場合に比べて，Case2 は約９割，

Case3 では約５割に適地が減少することになる.クリ

ーンエネルギーの一つである小水力発電の普及に向

けては，一般家庭や地域団体での自主的な導入が進む

ことが重要である．そのため，様々なケースが想定さ

れるが，発電規模の極めて小さいもの（例えば，出力

10kW 未満）や，新たな恒久的構造物を設置しないも

のなど，自然環境等への影響が極めて小さいと判断で

きるものについては，関係法令に基づく各手続きにつ

いて，できる限り迅速化や簡略化，許可基準の具体化，

届出制への移行等が必要であると考えられる．

５．おわりに

徳島県内を対象に，既存のテータ等から１条河川流

量を推定する手法を示すとともに，推定した流量を用

いて小水力発電適地を抽出し，発電電力量を試算した

結果について報告した．今後は，実測流量データとの

比較を行い，その精度を検証する必要がある．また，

小水力発電の普及に向けては，ここで検討した法規制

も含め，系統連係上の課題など，多くの課題があるが，

産官学民の連携強化などにより，クリーンエネルギー

の活用促進に向けて取り組む必要がある.
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図４ 市町村別の年間発電量

関係法令

Case1
自然公園法（特別地域・特別保護地区・普通地
域），自然環境保全法（特別地域・普通地域），
国・県指定鳥獣保護区，保安林，砂防三法

Case2
自然公園法（特別地域・特別保護地区域），自然
環境保全法（特別地域・普通地域），国・県指定
鳥獣保護区

表 1 関係法令の影響検討ケース
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